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一般競争入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

２０２５年２月５日 

 

                       阪神高速道路株式会社 

                            契約責任者 建設事業本部長 下田 健司 

 

 

１．契約概要 

（１）契約件名   2025 年度建設事業本部用地センター用地調査課技術系(用地測量) 

人材派遣契約 

 

（２）就業場所   大阪市北区中之島３丁目２番４号 

 中之島フェスティバルタワー・ウエスト８Ｆ 

 

（３）業務内容 

 １）業務内容  

            本契約は、阪神高速道路株式会社建設事業本部用地センターにおいて以下の業

務に従事する人材派遣を行うものである。 

① 測量作業に関する現地調査、現場作業監理、工程管理、現場立会に係る

補助 
② 道路境界明示及び土地境界確認事務、境界立会に係る補助 
③ 上記に係る資料作成等 

 

 ２）業務規模 

部室名 契 約 期 間 派遣員 

用地調査課  ２０２５年 ４月 １日～ 

 ２０２６年 ３月３１日 

１名 

     注１）派遣員の資格基準については別紙に示す。 

     注２）派遣員は本契約に専任で配置する。 

   注３）契約期限は 2026 年 3 月 31 日までとし、最大 2 年延長する場合があ

る。ただし、契約単価については、毎年度見直す。 

 

（４）入札方法 

１） 入札金額は総価とし、入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、契約希望単価の 110 分の 100 に相当する金

額に金抜設計書に示す予定数量を乗じて見積もった業務価格を記載すること。落

札価格は、入札書記載金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金

額（１円未満の端数は切捨て）とする。 

２） 契約単価は、落札価格の範囲内で落札者と協議して定める。 

 

２．競争参加資格 

（１）阪神高速道路株式会社契約規則第６条各号に掲げる者に該当しないこと。 



 

- 2 - 

（２）阪神高速道路株式会社取引停止事務処理要領（令和５年阪神高速細則第１号）に基

づく取引停止の対象者に該当しないものであること。 

（３）労働者派遣事業の許可を受け、又は届出を受理されている者。（労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）

第５条第１項の許可を受けている者（経過措置により労働者派遣事業を営むことがで

きる者も含む）であること） 
（４）本契約の実施において、別紙に示す派遣員資格基準を満足する派遣員を専任で配置

できること。 
（５）申請書及び資料の提出時に次の①から⑥までの資料を提出した者であること。 

① 商業・法人登記事項証明書の写し 
② 営業経歴書 
③ 財務諸表類 
④ 納税証明書の写し 
⑤ 労働者派遣事業許可証の写し又は労働者派遣事業許可有効期間更新申請中である

ことを証する書面 
⑥ 別紙に示す派遣員資格基準を全て満たす配置予定派遣員を登録していることを証

する書面（入札説明書参照） 
（６）申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、阪神高速道路株式会社競争参

加停止等取扱要領に基づく競争参加停止措置（以下「競争参加停止措置」という。）

を受けていないこと。 
（７）阪神高速道路株式会社の用地取得事業に関わる被補償者でないこと。 

（８）同一の派遣員を重複して複数業務の配置予定派遣員とすることは差し支えないが、

他の業務の落札者若しくは落札予定者となり、配置予定派遣員を配置することができ

なくなることが予想される場合は入札してはならず、申請書等を提出した者は、直ち

に当該申請書等の取り下げ又は入札の辞退を行うこと。他の業務を落札したことによ

り、配置予定派遣員を配置することができないにもかかわらず入札した場合において

は、競争参加停止措置を行うことがある。 
（９）詳細は入札説明書による。 

 

３．入札手続等 

（１）担当部署 

阪神高速道路株式会社 建設事業本部 建設企画部 総務･経理課 

（住 所）〒530-0005 大阪市北区中之島３丁目２番４号 

 中之島フェスティバルタワー・ウエスト８Ｆ 

（電 話）06－6232－6612（ダイヤルイン） 

（E-mail）keiyaku-jh@hanshin-exp.co.jp 

受付時間：午前１０時から１２時まで、午後１時から４時まで（行政機関の休日に関す

る法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する休日（以下「休日」と

いう。）を除く） 

（２）入札説明書の交付期間及び方法 

① 交付期間：本公告の日から２０２５年２月１９日（水） 午後４時まで 

② 交付方法：下記サイトより入札参加希望者に無償で交付する。やむを得ない事由に

より、下記サイトからの受領ができない場合は、CD-R 等により交付す

るので、事前に上記（１）の担当部署へその旨申し出ること。 

・阪神高速道路株式会社ホームページ（購入等の入札公告ページ） 

https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/koukoku/buppin/ 

③ 交付図書のダウンロード手順：②のサイトにて、当該購入等の交付図書のダウンロ

ード手続へ進み、交付図書ダウンロード登録フォームに会社名等の連絡先を登録

mailto:keiyaku-jh@hanshin-exp.co.jp
https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/koukoku/buppin/
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する。登録した連絡先に交付図書ダウンロードサイトの URL 情報が電子メールで

届くので、電子メール記載のダウンロード有効期限までに交付図書をダウンロー

ドする。 

（３）申請書等の提出期間、提出場所及び提出方法 

申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成するものとする。 

①  提出期間：本公告の日から２０２５年２月１９日（水） 午後４時必着 
②  提出場所：（１）に同じ 
③  提出方法：申請書等の提出はＡ４サイズ、１部を持参または郵送等（一般書留、簡

易書留又は民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便で配達記録の残る送付方法をいう。以下同じ。）すること。 
（４）入札書の提出期限 

２０２５年３月２１日（金） 午前 10 時 

（郵送等の場合は２０２５年３月１９日（水）午後５時必着とする）  
（５）開札の日時及び場所 

２０２５年３月２１日（金） 午前 10 時 

阪神高速道路株式会社 建設事業本部 ８Ｆ入札室 

 

４．その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）申請書等の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

（３）提出された申請書等は返却しない。なお、提出された申請書等は、競争参加資格の確認以外

に提出者に無断で使用しない。また、申請書等を公開する場合には、事前に提出者の同意を

得るものとする。 

（４）入札保証金及び契約保証金 免除 

（５）入札の無効 

上記２の資格のない者及び入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書は無

効とする。 

（６）契約書作成の要否 要 

（７）落札者の決定方法 

契約制限価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす

るが、該当する入札者が 2者以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。ただし、落札者

となるべき者の入札価格により、その者により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあ

る、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であ

ると認められるときは、契約制限価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価

格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

（８）配置予定派遣員の確認 

落札者決定後、申請書に虚偽の記載事実、専任制違反の事実等が確認された場合、契約

を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等極めて特別な場合でやむを得ないもの

として承認された場合の外は、配置派遣員の変更は認められない。病気等特別な理由によ

り、やむを得ず配置派遣員を変更する場合は、別紙に掲げる派遣員資格基準を満たし、か

つ当初の配置予定派遣員と同等以上の者を配置しなければならない。 

（９）詳細は入札説明書による。 
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別紙 

派遣員資格基準 

 

 

下記に示す１．～３．の事項を全て満足すること。 

 

 

１．用地測量の実務経験を５年以上有する者であること。 

 

２．以下に記載するアプリケーションソフトを操作できること。 

  ・Microsoft Word2016（又は2010） 

  ・Microsoft Excel2016（又は2010） 

  ・図面作成ソフト（AutoCAD等） 

 

３．阪神高速道路株式会社の用地取得事業に関わる被補償者でないこと。 
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【参考資料】 

 

阪神高速道路株式会社契約規則 

 

（競争参加不適格者） 

第６条 契約責任者は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させないものと

することができる。 

一 制限行為能力者（契約の締結及び履行のために法定代理人、保佐人又は補助人の

同意を得ている者を除く。） 

二 破産者で復権を得ない者 

三 建設業法その他の法令の規定により許可等を必要とする営業である場合におい

て、その許可等を有しない者 

四 次のいずれかに該当すると認められる者のうち、該当する事実があった後２年を

経過しない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。） 

イ 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料若しくは物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 

ロ 公正な競争の執行を妨げた者、公正な価格を害した者又は不正の利益を得るた

めに連合した者 

ハ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

ニ 監督又は検査の実施に当たり、社員（会社の使用人をいう。以下同じ。）の職

務の執行を妨げた者 

ホ 正当な理由なしに、契約を履行しなかった者 

ヘ イからホまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契

約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

五 前号の規定に該当する者を入札又は見積りの代理人として使用する者 

六 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

七 競争参加資格に関する審査申請書（添付書類又は資格審査申請用データを含

む。）の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしな

かった者 

八 阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則（平成21年阪神高速規則第３号）に

基づく入札等除外措置を受けている者又は同規則別表に掲げる措置要件のいずれか

に該当する者 

九 法令の規定に違反して営業を行った者 

 

 


